
佐世保工業高等専門学校技術相談取扱規則 

  

（平成２７年４月１日制定） 

 

 

（趣旨） 

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における技術相談について、技 

術相談の受入及び実施、並びに技術相談料（以下「相談料」という。）に関して、必要な

事項を定めるものとする。  

 

（定義）  

第２条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 一 技術相談  企業等における技術的な問題を解決するため,本校の有する研究成果や

技術的知識を広く活用する一時的な相談とし,申込者に対する技術的問題解決に向けて

の支援，及び相互の研究開発等の活性化を図るための技術指導・助言や情報交換に限定

するものをいう。 

 二 知的財産   独立行政法人国立高等専門学校機構知的財産権取扱規則（平成16年4月1

日制定）第２条第３項に定める権利をいう。 

三 相談者  技術相談の申込みを行う企業その他の団体等をいう。 

 四 相談員  技術相談を実施する本校の職員等をいう。 

五 相談担当者  技術相談を受け付け、相談内容への対応並びに相談者及び相談員との 

連絡調整並びに他機関への紹介を行う本校の職員等をいう。 

 

（技術相談の申込み）  

第３条 相談者は、申込書を校長に提出しなければならない。  

 

（受入れの原則） 

第４条 技術相談は、原則として本校の職員の職務と同一のもの、又は職務と密接に関連し、 

 本校の業務の運営に支障がないと認められる場合であり、本校内においてこれを行うもの    

 とする。 

 

（受入れの条件） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する場合は、受け入れないものとする。 

 一 本校が有する学術的知見の提供では対応できないもの 

二 技術保証等のために機構又は本校の名称を利用することを目的とする場合  

三 技術相談の結果に基づく相談者の事業や活動に，機構が過度の責任を負うことを求め

られる場合  

四 その他、校長が相談を受け入れるべきでないと判断する場合  

 

 

 



（受入れの決定）  

第６条 前条の規定に基づく申込みがあったときは、地域共同テクノセンターにおいて相談

員を決定後、校長が受入れを決定するものとする。 

２ 校長は、技術相談の受入れを決定したときは、相談者及び相談員に通知するものとする。  

 

（相談者の負担する経費） 

第７条 相談者は、別に定める額の相談料を納付しなければならない。ただし、初回は無料

とする。 

２ 相談場所が学外である場合及び技術相談の経過で分析等を実施した場合においては、 

 前項の相談料のほか、当該交通費及び費用等（以下「必要経費」という。）を別に定める 

 ところにより納付しなければならない。 

３ 必要経費は、相談料とは別に納付するものとする。 

 

（相談料の減免） 

第８条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は，相談料を無料と

することができるものとする。 

 一 公的機関からの申込の場合 

二 申込時において，相談者が，共同研究等の申請を前提とする旨の意思表示をした場合 

三 相談者が西九州テクノコンソーシアムの会員の場合 

四 その他、校長が必要と認める場合 

 

（相談料及び必要経費の納付） 

第９条 相談料について、相談者は本校からの請求書に基づき、技術相談の開始前までに

所定の銀行口座に納付しなければならない。ただし、別に定める場合においては、この

限りではない。 

２ 必要経費について、相談者は技術相談の実施後に本校から送付する請求書に基づき、

指定する期日までに所定の銀行口座に納付しなければならない。 

３ 納付された相談料及び必要経費は返還しないものとする。ただし、本校の責に起因す

る理由により技術相談を中止したときは、相談者からの返還請求に基づき、返還に応じ

るものとする。 

 

（技術相談協力者） 

第 10 条 相談員が、技術相談を実施するうえで、相談員以外の者の参加又は協力を得るこ

とが必要となった場合は、相談者の同意を得て、当該相談員以外の者を協力者として技術

相談に参加させ、又は協力させることができる。 

 

（秘密の保持） 

第 11 条  相談員、相談担当者及び技術相談協力者並びに相談者は、技術相談の実施に際し

て提供若しくは開示を受け、又は相手方より知り得た秘密情報について、その一切の情報

に係る秘密保持に十分に配慮しなければならない。 

 



 

 

（契約の締結等） 

第 12 条 技術相談の経過において成果有体物の提供を行う場合は，独立行政法人国立高等

専門学校機構成果有体物取扱規則（機構規則第119号）に基づき、研究成果有体物提供契

約を締結しなければならない。  

２ 技術相談の結果，共同研究，受託研究，受託試験等を行うこととなった場合は，契約締

結等の必要な手続を行わなければならない。  

３ 期間及び指導回数が特定され，かつ，技術指導の対価の他に交通費等の必要経費の徴収

が必要となる場合，及び教職員の指導の下に学校の研究設備・機器等を使用する場合は，

独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則における受入研究者指導料として

取り扱うものとし，共同研究（技術指導）契約を締結するものとする。 

 

 

（知的財産） 

第13条  相談員は,技術相談の経過中又は結果として知的財産が生じた場合，発明等届をす

みやかに本校の知的財産委員会に提出しなければならない。  

 

 

（技術相談の終了報告）  

第14条 相談員は，技術相談が終了したときは，校長にその旨を報告しなければならない。  

 

 

（受付窓口） 

第15条 技術相談の受付は，地域共同テクノセンターにおいて行うものとする。 

 

 

（雑則）  

第16条 この規則に定めるもののほか、技術相談に関して必要な事項は別に定める。  

 

 

 

  附 則  

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 

  



佐世保工業高等専門学校技術相談実施細則 

  

（平成２７年４月１日制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、佐世保工業高等専門学校技術相談取扱規則（以下「規則」という。）

第16条の規定に基づき、技術相談の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。  

 

（技術相談の申込み）  

第２条 規則第３条に規定する申込みは、技術相談申込書（別記様式第１号）により行うも

のとする。 

 

（受入決定の通知）  

第３条 規則第６条第２項に規定する受入決定の通知は、技術相談受入決定通知書（別記様

式第２号）により行うものとする。 

２ 相談員への受入決定の通知は、技術相談受入決定通知書に前条の技術相談申込書の写を

添えて行うものとする。 

 

（相談料） 

第４条 規則第７条第１項の相談料の額は、１時間につき５，５００円（消費税及び地方消

費税を含む。）とする。 

２ 規則第９条第１項に規定する相談料を当該技術相談の開始日以降に納付することがで

きる場合とは、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 

(1) 相談料の納付を待たずに技術相談を開始しなければならない事情がある場合 

(2) 相談者が書面により相談料の後納を依頼した場合 

 

（技術相談協力者） 

第５条 規則第 10 条の規定により、相談員以外の者を協力者として参加させ、又は協力さ

せる場合は、同意書を提出させるものとする。 

 

（技術相談の終了報告）  

第６条 規則第14条に規定する終了報告は、技術相談報告書（別記様式第３号）により行う

ものとする。  

 

 

 附 則  

この細則は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 附 則  

この細則は、令和元年１０月１日から施行する。  

 



 
 

別記様式第１号（第２条関係） 
令和  年  月  日 

 

技術相談申込書 
 
佐世保工業高等専門学校長 殿 

  
下記のとおり技術相談を申込みます。 

 
記 

 

申 
 
込 
 
者 

企業名等  

役 職 
 
      

氏 名 印 

住 所  

電 話  

E-mail  

担当教職員の希望 
□ 有  （担当教職員名：        ）  
□ 無 

期間・時間数 令和   年   月   日 ～  令和  年   月   日 ・     時間  

相談分野  

相談内容 

具体的にご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 次の事項について、ご確認の上、同意いただける場合は、レをご記入願います。 

秘 密 保 持 
□ 技術相談の経過において、担当教職員よりノウハウ等の提供を受けた場合、秘密保持

契約を締結することに同意する。 
※同意いただけない場合、技術相談を実施することができないことがあります。 

知的財産の取扱い 
□ 技術相談の経過又は結果、担当教職員の寄与により知的財産が生じた場合、当校へ書

面にて通知することに同意する。 
  ※同意いただけない場合、技術相談を実施することができないことがあります。 

 



 

別記様式第２号（第３条第１項関係） 

 

 

技術相談受入決定通知書 

 

                             令和  年  月  日 

 

     

               殿 

      

 

                        佐世保工業高等専門学校長 

                                         

 

 

 佐世保工業高等専門学校技術相談取扱規則の定めるところにより、令和  年  月  日 

付けで申込みがありました技術相談について受入れを決定しましたので、通知します。 

 

 

記 

 

 

 

相 談 分 野 

                                

  

担当教職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
別記様式第３号（第６条関係） 

令和  年  月  日 

技術相談報告書 

 
佐世保工業高等専門学校長 殿 

 
（報告者） 所属：                 

           役職：            
           氏名：          印 

 
 

下記のとおり技術相談を行いましたので報告します。 
 

記 
 

技術相談実施日時 令和  年  日（ ）  ：   ～   ：   （  時間） 

相 談 者 
※名刺の写し添付可 

企 業 名  等： 
役    職： 
氏    名： 
連  絡  先： 

相談内容 
 
 
 

対  応 
  

 

ノウハウ等の提供   □ 有    □ 無 
秘密情報の受領    □ 有    □ 無 
今後の対応      □ 共同・受託研究  □技術指導  □ 無 
知的財産の創出    □ 有  ※詳細は別添発明等届のとおり 

     （□発明・□考案・□意匠・□ノウハウ・□その他） 
           □ 今後創出する可能性が有     □ 無 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下 記入不要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

確認欄 

相 談 料     ： □ 有料 （○○○○ 円）    □ 無料（第 条第 項  号） 
秘密保持契約     ：  □ 締結済み     □ 後日締結が必要  □ 締結は不要 
発明等の取扱い   ： □ 知的財産委員会へ相談         □ 無 
今後の対応     ： □ 共同・受託研究 □ 技術指導  □ 相談継続  □ 無（完了）

  
校長 テクノセンター長 事務部長 総務課長 総務課長補佐 担当係 
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